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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、そ
の親と乳幼児の向きの関係を拘束することなく前向き、
後ろ向きに、抱いたり、おんぶしたりでき、かつ、それ
を補助することができること。
【解決手段】乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布
部１０と、腹側布部１０の上部に一端が固着され、親側
の肩に回して他端を腹側布部１０の側部に固着される一
対の肩ベルト部５０と、腹側布部１０に一体に固着し、
下部または上部の一方を分離自在とし、腹側布部１０に
対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背
側にあてがわれる腹側布部１０の距離Ｌ1よりも横幅の
広い距離Ｌ2の背側布部３０と、背側布部３０の下部及
び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の
下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化
した親側の腰回りに配設する腰ベルト部２０とを具備す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布部と、
　前記腹側布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回して他端を前記腹側布部の側部に
固着される一対の肩ベルト部と、
　前記腹側布部の上部または下部と一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離
自在とし、前記腹側布部に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあ
てがわれる前記腹側布部よりも横幅の広い背側布部と、
　前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部と一体化、または前記腹側布部の下部と一
体化し、少なくとも前記一体化した布部の下部と共に親側の腰回りに配設する腰ベルト部
と
を具備することを特徴とするベビーキャリア。
【請求項２】
　乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布部と、
　前記腹側布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回して他端を前記腹側布部の下部側
に固着される一対の肩ベルト部と、
　前記腹側布部の上部または下部と一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離
自在とし、前記腹側布部に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあ
てがわれる前記腹側布部よりも横幅の広い背側布部と、
　前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部または前記腹側布部の下部と共に一体化し
、前記肩ベルト部の他端に連結される補助布部と
を具備することを特徴とするベビーキャリア。
【請求項３】
　前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記背側布部の上部または下部に取付けたバッ
クルとしたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のベビーキャリア。
【請求項４】
　前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記背側布部の上部または下部に取付けたファ
スナーとしたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のベビーキャリア。
【請求項５】
　前記背側布部と前記腹側布部は、前記腹側布部を乳幼児側の内側に前記背側布部を外側
に配設したことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のベビーキャリ
ア。
【請求項６】
　前記背側布部と前記腹側布部は、前記背側布部を乳幼児側の内側に前記腹側布部を外側
に配設したことを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載のベビーキャリ
ア。
【請求項７】
　更に、前記背側布部を使用しないときに、それを格納する格納部を前記腹側布部に設け
たことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載のベビーキャリア。
【請求項８】
　乳幼児の身体の背側にあてがわれるときには背側布部になり、また、前記乳幼児の身体
の腹側にあてがわれるときには、前記背側布部の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状
態を調節保持部によって維持する腹側布部になる背腹共通布部と、
　前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回すだけの距離に他端を前記背
腹共通布部の側部に固着してなる一対の肩ベルト部と、
　前記背腹共通布部の下部と一体化し、少なくとも前記一体化した布部の下部と共に親側
の腰回りに配設する腰ベルト部と
を具備することを特徴とするベビーキャリア。
【請求項９】
　乳幼児の身体の背側にあてがわれるとき背側布部になり、前記乳幼児の身体の腹側にあ
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てがわれるとき、その一部を左右から調節して、その調節保持部によって調節状態を維持
し、前記背側布部の横幅よりも幅狭にする腹側布部になる背腹共通布部と、
　前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回すだけの距離に他端を前記背
腹共通布部の下部側に固着してなる一対の肩ベルト部と、
　前記背腹共通布部の下部と一体化し、前記肩ベルト部の他端に連結される補助布部と
を具備することを特徴とするベビーキャリア。
【請求項１０】
　更に、前記背腹共通布部を幅狭に調節するとき、その調節した調節布を収容する格納部
を設けたことを特徴とする請求項８または請求項９に記載のベビーキャリア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳幼児の前向きおんぶまたは後ろ向きおんぶし、または、乳幼児と向かい合
う対面抱っこ、乳幼児の向きを逆にする前向き抱っこ等で、それを補助するためのベビー
キャリアに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　この種のベビーキャリアについて、例を挙げて説明すると、特許文献１の発明を挙げる
ことができる。即ち、特許文献１のベビーキャリアは、乳幼児の身体にあてがう本体部と
、この本体部の上下方向に架け渡された左右の肩ベルトと、前記肩ベルトの下部領域にス
ライド自在に取付けられて左右の肩ベルト間の距離を規制する下部規制帯とを備えている
。
　抱っこのときは、下部規制帯を肩ベルトの下部領域の上方にスライドさせ、本体部を使
用者の胸側に装着すると、前記下部規制帯は使用者の背中に位置することとなり、左右の
肩ベルトの間隔を規制し、肩ベルトの肩落ちを防止できる。また、おんぶのときは、下部
規制帯を下方にスライドしておけば邪魔にならず、支障なくおんぶすることができる。ま
た、前記下部規制帯をスライドさせるという、簡単な操作で抱持方法に適した状態にする
ことができる。
　なお、左右の肩ベルトは常に平行であり分離可能とする必要がなく、肩ベルトの両端を
本体部に固着できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１７８３８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のベビーキャリアによれば、上部規制帯により肩ベルトの上部領域における
肩ベルト間隔が規制され、乳幼児の胸回りの余分な緩みが無くなり、その収容空間が規制
されるので、乳幼児をおんぶしたり、抱っこしたりするときの安定性が高められ、おんぶ
時の肩ベルトのずり落ち防止が期待できるものである。
【０００５】
　しかし、特許文献１のベビーキャリアは、乳幼児をおんぶしたり、抱っこしたりすると
き、ベビーキャリアを身につける親と乳幼児とが会い向き合うことが前提となっている。
　即ち、特許文献１の図１に示すように、背当て部は臀部表面を覆うため広い寸法となっ
ており、股当て部は開脚が自然なように狭い寸法となっている。
　そのため、ベビーキャリアには乳幼児をおんぶしたり、抱っこしたりするときの方向性
が決まっていた。しかし、種々のベビーキャリアが市場にでてきてから、乳幼児をおんぶ
したり、抱っこしたりする乳幼児の方向性も多様化してほしいというニーズがあった。
【０００６】
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　そこで、本発明は、乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児の向き
の関係を拘束することなく、それを補助することができるベビーキャリアの提供を課題と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の発明にかかるベビーキャリアは、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布
部と、親側の肩に回して前記腹側布部に固着される一対の肩ベルト部と、前記腹側布部の
上部または下部と一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、前記腹
側布部に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあてがわれる前記腹
側布部よりも横幅の広い背側布部と、前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部と一体
化、または前記腹側布部の下部と一体化し、少なくとも前記一体化した布部の下部と共に
親側の腰回りに配設する腰ベルト部とを具備するものである。
　ここで、上記腹側布部は、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる布であり、通常脚の股が
ベビーキャリアから容易に出るように、水平方向の幅を狭くする弧状の切り欠きが形成さ
れている。
　また、上記一対の肩ベルト部は、前記腹側布部の上部に一部が固着され、親側の肩に回
して他部を前記腹側布部の側部に固着されるものである。ここで、前記腹側布部の側部と
は、上部から下部までのいずれの位置でもよいが、前記腹側布部の上下方向の中央部分に
は切り欠きが形成されているから、弧状の切り欠き位置を外すのが望ましい。
　そして、上記背側布部は、前記腹側布部よりも横幅の広い布であり、前記腹側布部の上
部または下部を一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、前記腹側
布部に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあてがわれる布であれ
ばよい。
　更に、上記腰ベルト部は、前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部を一体化、また
は前記背側布部の下部を分離自在とし、前記腹側布部の下部と共に一体化した親の腰回り
に配設するベルトであり、乳幼児の体重を支えるものである。
【０００８】
　請求項２の発明にかかるベビーキャリアは、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布
部と、親側の肩に回して前記腹側布部に固着される肩ベルト部と、前記腹側布部の上部ま
たは下部を一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、前記腹側布部
に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあてがわれる背側布部と、
前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部または前記腹側布部の下部と共に一体化した
補助布部とを具備するものである。
　ここで、上記腹側布部は、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる布であり、通常脚の股が
ベビーキャリアから容易に出るように、水平方向の幅を狭くする弧状の切り欠きが形成さ
れている。
　また、上記一対の肩ベルト部は、前記腹側布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回
して他端を前記腹側布部の下部に固着されるものである。ここで、前記腹側布部の側部と
は、前記腹側布部には切り欠きが形成されているから、弧状の切り欠き位置よりも下の位
置となる。
　そして、上記背側布部は、前記腹側布部よりも横幅の広い布であり、前記腹側布部の上
部または下部を一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、前記腹側
布部に対して重ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児の身体の背側にあてがわれる布であれ
ばよい。
更に、上記補助布部は、前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部または前記腹側布部
の下部と共に一体化してベビーキャリア全体の機械的強度を増加させ、かつ、肩ベルト部
に加わる力を分散をするもので、乳幼児の体重をバランスよく受けるものである。また、
上記補助布部を介して前記肩ベルト部の他端に連結したとき、前記背側布部及び前記腹側
布部または前記腹側布部との接続強度が安定化されるものである。
【０００９】
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　請求項３の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記
背側布部の上部または下部に取付けたバックルとしたものである。
　ここで、上記背側布部の上部または下部に取付けたバックルは、雌雄のバックルの両者
に対して帯状部材を介して接続するのが望ましい。しかし、雌雄のバックルの一方のみを
帯状部材を介して接続してもよい。
【００１０】
　請求項４の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記
背側布部の上部または下部に取付けたファスナーとしたものである。
　ここで、上記ファスナーは、前記背側布部の一体化及び分離自在として、前記背側布部
の上部または下部に取付けたものであればよい。
【００１１】
　請求項５の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部と前記腹側布部は、前記腹側布
部を乳幼児側の内側に前記背側布部を外側に配設したものである。
　ここで、前記腹側布部を乳幼児側の内側に、前記背側布部を外側に配設したとは、前記
乳幼児側に近い方に前記腹側布部、遠い方に前記背側布部を配設することを意味する。
【００１２】
　請求項６の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部と前記腹側布部は、前記背側布
部を乳幼児側の内側に前記腹側布部を外側に配設したものである。
　ここで、前記背側布部を乳幼児側の内側に、前記腹側布部を外側に配設したとは、前記
乳幼児側に近い方に前記背側布部、遠い方に前記腹側布部を配設することを意味する。
【００１３】
　請求項７の発明にかかるベビーキャリアは、更に、前記背側布部を使用しないときに、
それを格納する格納部を前記腹側布部に設けたものである。
　ここで、前記背側布部を使用しないときに、前記腹側布部を格納する格納部は、折り畳
みまたは巻き付けて保持するもの、ポケットに収納するもののいずれでもよい。
【００１４】
　請求項８の発明にかかるベビーキャリアの背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあて
がわれるときには背側布部になり、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれるときには前記
背側布部の横幅よりも幅狭になり、その幅狭状態を調節保持部によって維持する。また、
一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側の肩に回すだけの
距離に他端を前記背腹共通布部の側部に固着してなる。そして、腰ベルト部は、前記背腹
共通布部の下部と一体化し、少なくとも前記一体化した布部の下部と共に親側の腰回りに
配設する。
　ここで、上記背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあてがわれるときには背側布部と
なり、広い面積で臀部を覆うものである。また、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれる
ときには、腹側布部によって前記背側布部の横幅よりも幅狭に変化し、その幅狭状態を調
節保持部によって維持する。
　また、上記一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一部が固着され、親側の肩
に回して他部を前記背腹共通布部の側部に固着されるものである。ここで、前記背腹共通
布部の側部とは、上部から下部までのいずれの位置でもよい。
　そして、上記腰ベルト部は、前記背腹共通布部の下部を一体化し、前記背腹共通布部の
下部と共に一体化した親の腰回りに配設するベルトであり、乳幼児の体重を支えるもので
ある。
【００１５】
　請求項９の発明にかかるベビーキャリアの背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあて
がわれるとき背側布部になり、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれるとき、その一部を
左右から調節して、その調節保持部によって調節状態を維持し、前記背側布部の横幅より
も幅狭にする腹側布部になる。また、一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一
端が固着され、親側の肩に回すだけの距離に他端を前記背腹共通布部の下部側に固着して
なる。そして、補助布部は、前記背腹共通布部の下部と一体化し、前記肩ベルト部の他端
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に連結される。
　ここで、上記背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあてがわれるときには背側布部と
なり、広い面積で臀部を覆うものである。また、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれる
ときには、腹側布部によって前記背側布部の横幅よりも幅狭に変化し、その幅狭状態を調
節保持部によって維持する。
　また、上記一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側の肩
に回すだけの距離長とし、他端を前記背腹共通布部の下部側に固着してなるものである。
そして、上記補助布部は、前記背腹共通布部の下部と共に一体化してベビーキャリア全体
の機械的強度を増加させ、かつ、肩ベルト部に加わる力を分散をするもので、乳幼児の体
重をバランスよく受けるものである。また、上記補助布部を介して前記肩ベルト部の他端
に連結したとき、前記背腹共通布部との接続強度が安定化されるものである。
【００１６】
　請求項１０の発明にかかるベビーキャリアは、更に、前記背腹共通布部を幅狭に調節す
るとき、その調節した調節布を収容する格納部を補助布部または腰ベルト部に設けたもの
である。
　ここで、調節布は、折り畳みでもよいし、切り離しでもよい。それらの調節布が収納部
に収納できるものであればよい。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１の発明のベビーキャリアは、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布部と、
乳幼児の身体の背側にあてがわれる背側布部とを別体として設け、乳幼児の前には腹側布
部がくるようにし、乳幼児の後ろには背側布部がくるようにする。このとき、前記腹側布
部と前記背側布部が重なっていると、前記腹側布部の横幅が狭いので、それが現れなくな
るから、前記腹側布部を一重にすべく、横幅の広い前記背側布部を上側または下側に移動
させる。その状態で乳幼児の前で抱っこし、親と同一方向を向かせる場合には、前記腹側
布部のみとし、親と対面する場合には前記背側布部とする。おんぶの場合で、親と同一方
向を向かせる場合には前記背側布部とし、互いに背中をつける場合には前記腹側布部のみ
とするものである。
　したがって、乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児の向きの関係
は、常に乳幼児の前側に腹側布部が、乳幼児の後側に背側布部が位置し、通常、乳幼児の
脚の股がベビーキャリアから容易に出るように水平方向に切り欠きが形成されている腹側
布部から、乳幼児の脚を出すことができるので、乳幼児の体形に合った抱っこやおんぶの
補助ができ、親が気付き難い乳幼児にかかる負担を軽減できる。また、使用しない背側布
部は格納部を設けることにより、デザイン性及び乳幼児の安全性を高めることができる。
また、特に、親側の肩に回して固着される一対の肩ベルト部及び親側の腰回りに配設する
腰ベルト部によって、一対の肩ベルト部と腰ベルト部によって乳幼児の体重をかけること
ができ、乳幼児の体重を肩ベルト部と腰ベルト部に分散でき、親の肩に加わる負担を軽減
できる。
【００１８】
　請求項２の発明のベビーキャリアは、乳幼児の身体の腹側にあてがわれる腹側布部と、
乳幼児の身体の背側にあてがわれる背側布部とを別体として設け、乳幼児の前には腹側布
部がくるようにし、乳幼児の後ろには背側布部がくるようにする。このとき、前記腹側布
部と前記背側布部が重なっていると、前記腹側布部の横幅が狭いので、それが現れなくな
るから、前記腹側布部を一重にすべく、横幅の広い前記背側布部を上側または下側に移動
させる。その状態で乳幼児の前で抱っこし、親と同一方向を向かせる場合には、前記腹側
布部のみとし、親と対面する場合には前記背側布部とする。おんぶの場合には、親と同一
方向を向かせる場合には前記背側布部とし、互いに背中をつける場合には前記腹側布部の
みとするものである。
　したがって、乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児の向きの関係
は、常に乳幼児の前側に腹側布部が、乳幼児の後側に背側布部が位置し、通常、乳幼児の
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脚の股が容易に出るように水平方向に切り欠きが形成されている腹側布部から、乳幼児の
脚を出すことができるので、乳幼児の体形に合った抱っこやおんぶの補助ができ、親が気
付き難い乳幼児にかかる負担を軽減できる。また、使用しない背側布部は補助布部等に一
体化することにより、デザイン性及び乳幼児の安全性を高めることができる。
　また、前記背側布部の下部及び前記腹側布部の下部または前記腹側布部の下部と共に一
体化された補助布部を設けているから、その補助布部を介して前記肩ベルト部の他端に連
結することができる。このように、補助布部を介して前記肩ベルト部の他端に連結したと
き、前記背側布部及び前記腹側布部または前記腹側布部との接続強度が安定化される。ま
た、一対の肩ベルト部を堅固に取付けることができ、また、肩ベルト部に加わる力の分散
ができるから、乳幼児の体重をバランスよく受けることができる。
【００１９】
　請求項３の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記
背側布部の上部または下部に取付けたバックルとしたものであるから、請求項１または請
求項２に記載の効果に加えて、前記背側布部の機械的強度を上げることができ、かつ、複
数ヶ所の接続で十分な強度が得られ、使用効率がよい。
【００２０】
　請求項４の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部の一体化及び分離自在は、前記
背側布部の上部または下部に取付けたファスナーとしたものであるから、請求項１または
請求項２に記載の効果に加えて、全体の構成がまとまりよく処理できる。
【００２１】
　請求項５の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部と前記腹側布部は、前記腹側布
部を乳幼児側の内側に前記背側布部を外側に配設したものであるから、請求項１乃至請求
項４のいずれか１つに記載の効果に加えて、外側に配置されている前記背側布部は、外側
だけで折り畳み等の処理ができるので、乳幼児に使用する空間に違和感が生じない。
【００２２】
　請求項６の発明にかかるベビーキャリアの前記背側布部と前記腹側布部は、前記背側布
部と前記腹側布部は、前記背側布部を乳幼児側の内側に前記腹側布部を外側に配設したも
のであるから、請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の効果に加えて、前記背側布
部を肩の位置より若干上に持ってくると、乳幼児の体の位置が安定する。
【００２３】
　請求項７の発明にかかるベビーキャリアは、更に、前記背側布部を使用しないときに、
それを格納する格納部を前記腹側布部に設けたものであるから、請求項１乃至請求項６の
いずれか１つに記載の効果に加えて、コンパクトに前記背側布部を収納できる。
【００２４】
　請求項８の発明にかかるベビーキャリアの背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあて
がわれるときには背側布部になり、また、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれるときに
は、前記背側布部の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部によって維持
する腹側布部になる。即ち、前記背腹共通布部は、前記背側布部と前記腹側布部の機能を
有する。そして、一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側
の肩に回すだけの距離をもって他端を前記背腹共通布部の側部に固着してなる。また、腰
ベルト部は、前記背腹共通布部の下部と一体化し親側の腰回りに配設する。
したがって、乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児の向きの関係は
、常に乳幼児の前側に背腹共通布部の腹側布部が、乳幼児の後側に背腹共通布部の背側布
部が位置し、通常、水平方向に幅狭に形成されている腹側布部から、ベビーキャリアから
乳幼児の脚を容易に出すことができるので、乳幼児の体形に合った抱っこやおんぶの補助
ができ、親が気付き難い乳幼児にかかる負担を軽減できる。また、特に、親側の肩に回し
て固着される一対の肩ベルト部及び親側の腰回りに配設する腰ベルト部によって、一対の
肩ベルト部と腰ベルト部によって乳幼児の体重をかけることができ、乳幼児の体重を肩ベ
ルト部と腰ベルト部に分散でき、親の肩に加わる負担を軽減できる。
【００２５】
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請求項９の発明にかかるベビーキャリアの背腹共通布部は、乳幼児の身体の背側にあてが
われるときには背側布部になり、また、前記乳幼児の身体の腹側にあてがわれるときには
、前記背側布部の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部によって維持す
る腹側布部になる。即ち、前記背腹共通布部は、前記背側布部と前記腹側布部の機能を有
する。そして、一対の肩ベルト部は、前記背腹共通布部の上部に一端が固着され、親側の
肩に回すだけの距離を経て他端を前記背腹共通布部の下部側に固着してなり、また、補助
布部は、前記背腹共通布部の下部と一体化し、前記肩ベルト部の他端に連結されるもので
ある。
したがって、乳幼児を抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児の向きの関係は
、常に乳幼児の前側に背腹共通布部の腹側布部が、乳幼児の後側に背腹共通布部の背側布
部が位置し、水平方向に幅狭に形成されている腹側布部から乳幼児の脚がベビーキャリア
から容易に出すことができるので、乳幼児の体形に合った抱っこやおんぶの補助ができ、
親が気付き難い乳幼児にかかる負担を軽減できる。
　また、前記背腹共通布部と共に一体化された補助布部を設けているから、その補助布部
を介して前記肩ベルト部の他端に連結することができる。このように、補助布部を介して
前記肩ベルト部の他端に連結したとき、前記背腹共通布部の接続強度が安定化される。ま
た、一対の肩ベルト部を堅固に取付けることができ、また、肩ベルト部に加わる力の分散
ができるから、乳幼児の体重をバランスよく受けることができる。
【００２６】
請求項１０の発明にかかるベビーキャリアは、更に、前記背腹共通布部を幅狭に調節する
とき、その調節した調節布を収容する格納部を設けたものであるから、請求項８または請
求項９の効果に加えて、使用しない背腹共通布部の背側布部は格納部を設けることにより
、デザイン性及び乳幼児の安全性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は本発明の各実施の形態１にかかるベビーキャリアの親側からみた正面図（
ａ）、反親側からみた正面図（ｂ）である。
【図２】図２は本発明の実施の形態１にかかるベビーキャリアの背側布部を外して腹側布
部のみとする過程を示す全体の使用する直前の展開を示す全体説明図で、背側布部の取り
外した状態を示す説明図（ａ）及び収納状態を示す説明図（ｂ）である。
【図３】図３は本発明の実施の形態１にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親と相向
き合いの抱っこ状態を説明する説明斜視図（ａ）、親に背を向けた抱っこ状態を説明する
説明斜視図（ｂ）である。
【図４】図４は本発明の実施の形態１にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親と相向
き合いの抱っこ状態の説明斜視図（ａ）、親に背を向けた抱っこ状態の説明斜視図（ｂ）
である。
【図５】図５は本発明の実施の形態１にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親側を見
たおんぶ状態の説明斜視図（ａ）、親に背を向けたおんぶ状態の説明斜視図（ｂ）である
。
【図６】図６は本発明の各実施の形態２にかかるベビーキャリアの親側からみた正面図（
ａ）、反親側からみた正面図（ｂ）である。
【図７】図７は本発明の実施の形態２にかかるベビーキャリアの背側布部を外して腹側布
部のみとする過程を示す全体の使用する直前の展開を示す全体説明図で、背側布部の取り
外した状態を示す説明図（ａ）及び収納状態を示す説明図（ｂ）である。
【図８】図８は本発明の実施の形態２にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親と相向
き合いの抱っこ状態を説明する説明斜視図（ａ）、親に背を向けた抱っこ状態を説明する
説明斜視図（ｂ）である。
【図９】図９は本発明の実施の形態３にかかる実施の形態１の変形例であるベビーキャリ
アの親側からみた正面図（ａ）、図９は本発明の各実施の形態３にかかる実施の形態２の
変形例にかかるベビーキャリアの親側からみた正面図（ｂ）である。
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【図１０】図１０は本発明の各実施の形態４にかかるベビーキャリアの親側からみた正面
図（ａ）、反親側からみた正面図（ｂ）である。
【図１１】図１１は本発明の実施の形態４にかかるベビーキャリアの腹側布部のみとする
過程を示す全体の使用する直前の展開を示す全体説明図で、調節布の一方を折曲げた状態
を示す説明図（ａ）及び調節布の両方を折曲げた状態を示す説明図（ｂ）である。
【図１２】図１２は本発明の実施の形態４にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親と
相向き合いの抱っこ状態を説明する説明斜視図（ａ）、親に背を向けた抱っこ状態を説明
する説明斜視図（ｂ）である。
【図１３】図１３は本発明の各実施の形態５にかかるベビーキャリアの親側からみた正面
図（ａ）、反親側からみた正面図（ｂ）である。
【図１４】図１４は本発明の実施の形態５にかかるベビーキャリアの腹側布部のみとする
過程を示す全体の使用する直前の展開を示す全体説明図で、調節布の一方を折曲げた状態
を示す説明図（ａ）及び調節布の両方を折曲げて収納した状態を示す説明図（ｂ）である
。
【図１５】図１５は本発明の実施の形態５にかかるベビーキャリアの使用状態を示す親と
相向き合いの抱っこ状態を説明する説明斜視図（ａ）、親に背を向けた抱っこ状態を説明
する説明斜視図（ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。なお、図中、各実施の形態に
おいて同一記号及び同一符号は、同一または相当する部分であるから、ここでは重複する
説明を省略する。
【００２９】
［実施の形態１］
図１乃至図５に示すように、本実施の形態１にかかるベビーキャリアにおいて、乳幼児Ｂ
を抱っこしたり、おんぶしたりしたとき、乳幼児Ｂの身体に対し親Ｍ側の反対側、即ち、
乳幼児Ｂの腹側にあてがわれるベビーキャリアの腹側布部１０は、乳幼児Ｂの身体の反親
Ｍ側にあてがわれるものであり、図示しない公知の芯材の周囲に緩衝材及び弾性材を配設
し、その表面をデザイン的に処理してなるものである。その表生地と裏生地との間または
乳幼児Ｂ側または全体を特定の厚みの空気層を形成してなる立体編物（ダブルラッシェル
）とすることもできる。なお、図中の白抜き矢印は、乳幼児の向きを示す。
【００３０】
なお、上記立体編物は、片面が所定の開口の網目の表生地で、反対側の面も所定の開口の
網目の裏生地である。織布本体の端面に見える連結糸は、表生地と裏生地との厚みの間隔
を設定する。本実施の形態にかかる対向するフロント側に位置する表生地またはバック側
に位置する裏生地は、必要に応じて任意に網目、網模様が決定できる。なお、ここで、表
生地、裏生地とは、説明を平易にするものであり、前側が表生地、後側が裏生地に特定さ
れるものではない。この立体編物の商品は、旭化成株式会社から「フュージョン（商標名
）」、また、帝人興産から「エアクィーン（商標名）」等として販売されているので、こ
こでは仔細な説明を省略する。
【００３１】
腹側布部１０の下部に縫い付けられた腰ベルト部２０は、母親等の親Ｍの腰にベルト２３
を巻いて、その端部に配設されているバックルの連結差込具２１及び連結受具２２を連結
係合させることによって、親の腰回りに固定され、人為的にバックルの連結差込具２１と
連結受具２２との連結係合を解かない限り外れなくなっている。したがって、腰ベルト部
２０のベルト２３は、可撓性があり、腹側布部１０の下部で乳幼児Ｂの体重の多くを保持
するので、強度的に耐えられるものであり、かつ、力（乳幼児Ｂの体重）の分散が行われ
る形態として形成されている。
【００３２】
背側布部３０は、腹側布部１０の下部で一体に取付けられ、自由端が上方に延び、腹側布
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部１０と分離され、図示しない公知の芯材の周囲に緩衝材及び弾性材を配設し、その表面
をデザイン的に処理してなるものである。その表生地と裏生地との間または乳幼児Ｂ側ま
たは全体を特定の厚みの空気層を形成してなる立体編物を設けることもできる。背側布部
３０の基本的構造は腹側布部１０と相違するものではないが、機械的には、腹側布部１０
の方が背側布部３０よりも強く形成されている。
【００３３】
特に、図１及び図２に示すように、所定の厚みを有する背側布部３０の上部に一対の帯状
体３１を介してバックルの連結差込具３２が配設されていて、腹側布部１０に一対の帯状
体１１を介して配設されている一対のバックルの連結受具１２との連結係合がなされてお
り、腹側布部１０と背側布部３０が一体となっている。
　ここで、上記乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０及び背側布部３０は、乳幼児
Ｂの後頭部から背中、臀部までを支持する適当な弾性及び可撓性を有する材料からなる乳
幼児Ｂを保護する部材である。
【００３４】
　なお、本実施の形態１における背側布部３０は、図１及び図２に示すように、腹側布部
１０の下部に縫製され、上方に延びた辺が自由端となっており、腹側布部１０に対向する
反対側に位置する背側布部３０となっている。このとき、本実施の形態１にかかるベビー
キャリアには、腹側布部１０の下部に直接縫い付けるか、固着具で固着等により取付けら
れ、上方が開口されるように延びている。機械的強度は、腹側布部１０に乳幼児Ｂの全て
の重量を負担させることができるようしている。背側布部３０は特定の厚みを有し、保温
性または通気性が確保されるものであればよい。本発明の実施の形態では、腹側布部１０
と背側布部３０に形成された特定の厚みを有する通気性のある空気層からなる立体編物が
使用されている。
【００３５】
　腹側布部１０の上下の長さは、平均的な乳幼児Ｂの胴体の長さ程度に形成され、上下部
の幅は平均的な乳幼児Ｂの胴体の幅に形成されている。特に、その上下両側は、その中央
付近に切り欠きのピーク位置がくるように弧状に切り欠かれている。即ち、乳幼児Ｂの股
に近い位置から脚の取り出しが容易なように、オムツによる容積増の変化も加味して脚案
内口１５を設けている。したがって、腹側布部１０の水平方向の横幅は、脚案内口１５の
切り欠きのピーク位置で最小の距離Ｌ1となっており、ここが乳幼児Ｂの脚の付け根に近
い位置となるように、自然の脚位置から脚案内口１５が定められている。
【００３６】
　これに対して、背側布部３０は脚案内口１５を形成していない略四角形の生地となって
いる。内側に腹側布部１０が配設されているから、乳幼児Ｂとの間に空隙が形成されない
ように弾性を持たせた仕上げとなっている。この背側布部３０の水平方向の横幅は、乳幼
児Ｂの背後の臀部の周囲長から決定されている。したがって、その横幅の距離Ｌ2は、腹
側布部１０の距離Ｌ1よりも大きくなる。
【００３７】
　ここで、背側布部３０が腹側布部１０よりも生地の面積が広いことから、背側布部３０
を使用しないときの取り扱いが問題になる。そこで、本実施の形態では、背側布部３０を
使用しないときに、それを格納する格納部４０を腹側布部１０の下部の腰ベルト部２０に
設けている。即ち、背側布部３０の上部側から折り畳んで、それを上部から挿入自在のポ
ケット状の格納部４０に収納している。
　したがって、格納部４０の厚みが若干厚くなるが、本実施の形態１にかかるベビーキャ
リアとしては、背側布部３０のないものとなり、スッキリしたデザインとなる。
【００３８】
　次に、背側布部３０を格納部４０に収容したり、取出したりする動作について図２を用
いて説明する。
　まず、腹側布部１０に帯状体１１を介して配設されているバックルの連結受具１２と、
背側布部３０に帯状体３１を介して配設されているバックルの連結差込具３２との一対の
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係合を解き、背側布部３０の上部を開放自在とする。この状態で背側布部３０を上から順
次折り畳み、または巻き込み、最後に、それを格納部４０の開口から挿入し、その開口を
ボタン、ファスナー、接着布で止める。なお、ボタン、ファスナー、接着布は背側布部３
０の根元につけられることになる。これによって、背側布部３０の存在が第三者に分から
なくすることができる。
【００３９】
　これとは逆に、格納部４０から背側布部３０を取り出す場合には、開口を止めていたボ
タン、ファスナー、接着布を開放させ、格納部４０の中から背側布部３０を引き出す。そ
して、背側布部３０を展開し、腹側布部１０に帯状体１１を介して配設されているバック
ルの連結受具１２と、背側布部３０に帯状体３１を介して配設されているバックルの連結
差込具３２との一対の係合を行う。このとき、腹側布部１０と背側布部３０とは互いに平
行する併設状態となり、背側布部３０は乳幼児Ｂの臀部を取り巻くようになる。
【００４０】
　なお、本実施の形態では、腹側布部１０の上部で、腹側布部１０に帯状体１１を介して
配設されているバックルの連結受具１２と、背側布部３０に帯状体３１を介して配設され
ているバックルの連結差込具３２との一対の係合を行うものであるが、本発明を実施する
場合には、背側布部３０の解放端を下側とし、背側布部３０の上部を腹側布部１０の上部
に縫製して固着してもよい。即ち、本発明を実施する場合の背側布部３０の取付け固着部
分と解放端は、背側布部３０の上部または下部とすることができる。
【００４１】
　腹側布部１０の上部左右には、左右の肩ベルト部５０相互間の距離を調整する肩ベルト
調整部６０が配設されている。
　左右の肩ベルト部５０は、左肩に掛ける左肩ベルト部５１とその端部に連結差込具５３
を取付けた調節ベルト５５と、右肩に掛ける右肩ベルト部５２と端部に連結差込具５４を
取付けた調節ベルト５６とからなる。連結差込具５３は腹側布部１０側に取付けた図示し
ない連結受具に接続され、連結差込具５４は腹側布部１０側に取付けた図示しない連結受
具に接続されている。また、調節ベルト５５及び調節ベルト５６は、その長さを調節でき
る図示しないアジャスタが配設されている。
【００４２】
　また、左肩ベルト部５１及び右肩ベルト部５２には、両者間の間隔を調整保持する肩ベ
ルト調整部６０が設けられている。この肩ベルト調整部６０は左肩ベルト調整部６１及び
右肩ベルト調整部６２からなり、詳しくは、端部に連結差込具６３を取付けた左肩ベルト
調整部６１と、端部に連結受具６４を取付けた右肩ベルト調整部６２とからなる。連結差
込具６３は連結受具６４に接続され、左肩ベルト調整部６１と右肩ベルト調整部６２との
長さが調節できる図示しないアジャスタが配設されている。
【００４３】
　左肩ベルト調整部５１と右肩ベルト調整部５２は、各左肩ベルト部５１と右肩ベルト部
５２とに平行して配設されているスライドベルト６５またはスライドベルト６６を摺動自
在とし、肩ベルト調整部６０の位置が移動自在となっている。
　したがって、各左肩ベルト部５１と右肩ベルト部５２を肩に掛けた状態で、連結差込具
６３と連結受具６４が接続されると、左肩ベルト調整部６１と右肩ベルト調整部６２との
長さによって、左肩ベルト部５１または右肩ベルト部５２が掛けた肩から外れることがな
くなる。
　なお、腹側布部１０の上部は左右の肩ベルト部５０の取付け個所であり、乳幼児Ｂの体
重の何割かを負担することから、それに十分耐えるように、機械的強度を持たせてある。
【００４４】
　本実施の形態１のベビーキャリアは、図３（ａ）に示すように、乳幼児Ｂと親Ｍの顔が
相向き会うとき、乳幼児Ｂの身体は腹側布部１０と腹側布部１０に重ねられた背側布部３
０の状態で取付けられる。なお、この場合、両者間に接着布、ボタン等で移動止めを施し
てもよい。
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　腰ベルト部２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて、連結差込具２１及び連結受具２
２を連結係合させる。ここで、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態
で乳幼児Ｂを親Ｍ側を正面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、乳幼
児Ｂの位置決めをしたところで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを相
向き会いに抱くことができる。
【００４５】
　乳幼児Ｂと親Ｍとが同一方向を向くときには、腹側布部１０に帯状体１１を介して配設
されているバックルの連結受具１２と、背側布部３０に帯状体３１を介して配設されてい
るバックルの連結差込具３２との一対の係合を解き、背側布部３０を上から順次折り畳み
、または巻き込み、それを格納部４０の開口から挿入し、その開口をボタン、ファスナー
、接着布で止める。
　腰ベルト部２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２
を連結係合させる。ここで、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態で
乳幼児Ｂを親Ｍ側を背面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決
めしたところで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍと同一方向を
向くように抱くことができる。
【００４６】
　即ち、本実施の形態１のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれる腹側
布部１０と、腹側布部１０の上部に一端が固着され、親Ｍ側の肩に回して他端を腹側布部
１０の側部に固着される一対の肩ベルト部５０と、腹側布部１０の上部または下部を一体
に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、腹側布部１０に対して重ね合
わせ及び分離自在とし、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれる腹側布部１０の距離Ｌ1よ
りも横幅の広い距離Ｌ2の背側布部３０と、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部
を一体化、または背側布部３０の下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化
した親Ｍ側の腰回りに配設する腰ベルト部２０とを具備するものである。
【００４７】
　したがって、図４（ａ）のように、乳幼児Ｂが親Ｍの顔と相向き会うときには、乳幼児
Ｂの身体は腹側布部１０と、腹側布部１０に一体に重ねられた背側布部３０の状態で取付
け、腰ベルト部２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２
２を連結係合させる。この状態で、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、乳幼
児Ｂを親Ｍ側を正面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めし
たところで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけると、乳幼児Ｂを相向き会いに抱く
ことができる。
【００４８】
　図４（ｂ）のように、乳幼児Ｂと親Ｍとが同一方向を向くときには、背側布部３０を上
から順次折り畳み、または巻き込み、それを格納部４０に格納する。そして、腰ベルト部
２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連結係合さ
せる。ここで、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態で乳幼児Ｂを親
Ｍ側を背面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めしたところ
で、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍと同一方向を向くように抱
くことができる。
【００４９】
　図５（ａ）のように、乳幼児Ｂの顔が親Ｍの後頭部に向くおんぶのときには、乳幼児Ｂ
の身体は腹側布部１０と、腹側布部１０に重ねられた背側布部３０の状態で取付け、腰ベ
ルト部２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連結
係合させる。ここの状態で、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、乳幼児Ｂを
親Ｍ側を正面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めしたとこ
ろで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂの顔が親Ｍの後頭部に向くよう
にすることができる。
【００５０】
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　図５（ｂ）のように、乳幼児Ｂが親Ｍに背を向けるおんぶのときには、背側布部３０を
上から順次折り畳み、または巻き込み、それを格納部４０に格納する。そして、腰ベルト
部２０のベルト２３を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連結係合
させる。ここで、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態で乳幼児Ｂを
親Ｍ側を背面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めしたとこ
ろで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍと反対方向を向くように
抱くことができる。
【００５１】
　したがって、乳幼児Ｂは親Ｍと相向き合いにまたは親Ｍと同一方向に抱っこや、おんぶ
するとき、背側布部３０の操作だけで、乳幼児Ｂの股間を強制的に広げるように外力が加
わることなく本実施の形態１のベビーキャリアが使用でき、乳幼児Ｂの股間に加わる外力
を少なくすることができ、乳幼児Ｂの負担を軽減できる。
【００５２】
　また、本実施の形態１のベビーキャリアは、腹側布部１０側のバックルの連結受具１２
と、背側布部３０側のバックルの連結差込具３２との一対の係合を解き、背側布部３０の
上部を開放し、上から順次折り畳みまたは巻き込み、それを格納部４０に格納することに
よって、背側布部３０の存在が第三者に分からなくすることができ、デザイン的な見栄え
を低下させない。また、背側布部３０の解放端を下にしたとしても、格納部４０を腹側布
部１０の上側に形成すれば、同様の効果がある。
【００５３】
　なお、乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０の下部には、親Ｍの腰に止める腰ベ
ルト部２０並びに腹側布部１０の上部に配設された左右の肩ベルト部５０相互間の距離を
調整する肩ベルト調整部６０を具備するものであるから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２
０を止めてから、左右の肩ベルト部５０を止めてもよいし、逆に、左右の肩ベルト部５０
を止めてから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２０を止めてもよいので、使い勝手がよい。
また、肩の凝る人には、肩の負担を軽減できる。このように、ベビーキャリアの腹側布部
１０側に乳幼児Ｂが配置されて、そこで位置決めされることから、ベビーキャリアの使用
が腹側布部１０側の使用となり、乳幼児Ｂと一体感があるから抱っこやおんぶの際の取り
扱いが熟練者でなくとも容易になる。
【００５４】
　上記実施の形態１のベビーキャリアは、本発明を実施する場合には、その左右両側から
乳幼児Ｂの脚を出し、図示しない乳幼児Ｂの固定ベルトを配設し、乳幼児Ｂの胴体を保持
することによって乳幼児Ｂが倒れ難くすることができ、この場合には、安定した抱っこや
おんぶができる。
【００５５】
［実施の形態２］
　次に、図６乃至図８を用いて、本発明の実施の形態２について説明する。
　実施の形態１との相違点は、実施の形態１の背側布部３０の取付けがバックルであった
のに対して、本実施の形態２では、背側布部３０と腹側布部１０との接合をファスナーと
したものである。また、本実施の形態１にかかるベビーキャリアにおいては、背側布部３
０の上部側から折り畳んで、それを上部から挿入自在のポケット状の格納部４０を設けて
いたが、本実施の形態２では、格納部４０を設けていない。
【００５６】
　この実施の形態では、腹側布部１０に一方のファスナー７１を縫い付け、背側布部３０
の端部に他方のファスナー７２を縫い付けたものであり、更に、背側布部３０をロール状
に巻き付けることにより、背側布部３０に縫製した接着布７５と腰ベルト部２０側に縫製
した接着布７６とが接合によって腰ベルト部２０に背側布部３０を取付けることができる
構成としている。
【００５７】
　即ち、本実施の形態２のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれる腹側
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布部１０と、腹側布部１０の上部に一端が固着され、親Ｍ側の肩に回して他端を腹側布部
１０の側部に固着される一対の肩ベルト部５０と、腹側布部１０の上部または下部を一体
に固着し、反対側の下部または上部をファスナー７１及びファスナー７２で分離自在とし
、腹側布部１０に対してファスナー７１及びファスナー７２で重ね合わせ及び分離自在と
し、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれる腹側布部１０の距離Ｌ1よりも横幅の広い距離
Ｌ2の背側布部３０と、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背
側布部３０の下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した親Ｍ側の腰回り
に配設する腰ベルト部２０とを具備するものである。
【００５８】
　したがって、本実施の形態２においても、代用する図面の図４（ａ）のように、乳幼児
Ｂと親Ｍの顔が相向き会うときには、乳幼児Ｂの身体は腹側布部１０と、腹側布部１０に
重ねられた背側布部３０の状態で取付け、腰ベルト部２０を親Ｍの腰に配置させてファス
ナー７１及びファスナー７２で連結係合させ、この状態で、左右の肩ベルト部５０の何れ
か一方を肩にかけ、乳幼児Ｂと親Ｍ側を対面させ、腹側布部１０の脚案内口１５に脚をお
いて座らせ、位置決めしたところで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂ
を親Ｍと相向き会いに抱くことができる。
【００５９】
　または、図４（ｂ）のように、乳幼児Ｂと親Ｍとが同一方向を向くときには、背側布部
３０を上から順次折り畳みまたは巻き込み、それを格納部４０の位置に背側布部３０側の
接着布７５及び腰ベルト部２０側の接着布７６により、腰ベルト部２０に取付ける。
　そして、腰ベルト部２０を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連
結係合させる。ここで、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態で乳幼
児Ｂの親Ｍ側を背面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めし
たところで、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍと同一方向を向く
ように抱くことができる。
【００６０】
　そして、図５（ａ）のように、乳幼児Ｂの顔が親Ｍの後頭部に向くおんぶのときには、
腹側布部１０に重ねられた背側布部３０の状態で取付け、腰ベルト部２０を親Ｍの腰に配
置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連結係合させ、左右の肩ベルト部５０の何れ
か一方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍ側を正面として腹側布部１０の脚案内口１５に脚をお
いて座らせ、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂの顔が親Ｍの後頭部に向
くようにすることができる。
【００６１】
　更に、図５（ｂ）のように、乳幼児Ｂが親Ｍに背を向けるおんぶのときには、背側布部
３０を上から順次折り畳み、または巻き込み、それを格納部４０に格納する。そして、腰
ベルト部２０を親Ｍの腰に配置させて連結差込具２１及び連結受具２２を連結係合、左右
の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、その状態で乳幼児Ｂを親Ｍ側を背面として腹
側布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めしたところで、左右の肩ベルト
部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍと反対方向を向くように抱くことができる。
【００６２】
　したがって、図４（ａ）のように、乳幼児Ｂの顔と親Ｍの顔が相向き合うとき、図４（
ｂ）のように、乳幼児Ｂと親Ｍが同一方向を向くとき、図５（ａ）のように、乳幼児Ｂの
顔が親Ｍの後頭部に向くおんぶのとき、図５（ｂ）のように、乳幼児Ｂが親Ｍに背を向け
るおんぶのときにも、本実施の形態１及び本実施の形態２のベビーキャリアの使用が可能
となる。
【００６３】
　特に、本実施の形態２のベビーキャリアは、腹側布部１０側のファスナー７１と、背側
布部３０側のファスナー７２との一対の係合を解き、背側布部３０の上部を開放し、上か
ら順次折り畳みまたは巻き込み、背側布部３０に設けた接着布７５と腰ベルト部２０のベ
ルト２３に配設した接着布７６によって、即ち、背側布部３０の下部に配設した接着布７
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５と腰ベルト部２０のベルト２３に設けた接着布７６によって、腹側布部１０と背側布部
３０が共に一体に固定する保持部９０を形成している。
　したがって、保持部９０は、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部または腹側布
部１０の下部と共に一体化する肩ベルト部５０の他端に連結されるベルト２３に設けた接
着布７６と、背側布部３０の下部に配設した接着布７５によって構成されている。
【００６４】
　なお、乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０の下部には、親Ｍの腰に止める腰ベ
ルト部２０並びに腹側布部１０の上部に配設された左右の肩ベルト部５０相互間の距離を
調整する肩ベルト調整部６０を具備するものであるから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２
０を止めてから、左右の肩ベルト部５０を止めてもよいし、逆に、左右の肩ベルト部５０
を止めてから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２０を止めてもよいので、使い勝手がよい。
また、肩の凝る人には、肩の負担を軽減できる。このように、ベビーキャリアの腹側布部
１０側に乳幼児Ｂが配置されて、そこで位置決めされることから、ベビーキャリアの使用
が腹側布部１０側の使用となり、乳幼児Ｂと一体感があるから抱っこやおんぶの際の取り
扱いが熟練者でなくとも容易になる。
　上記実施の形態２のベビーキャリアは、その左右両側から乳幼児Ｂの脚を出し、図示し
ない乳幼児Ｂの固定ベルトを配設すると、乳幼児Ｂの胴体を保持することによって乳幼児
Ｂが倒れ難くすることができ、安定した抱っこやおんぶができる。
【００６５】
［実施の形態３］
　実施の形態１及び実施の形態２は、腰ベルト部２０を具備するものであるが、図９に示
すように、腰ベルト部２０を有しないベビーキャリアに対しても適用できる。但し、図９
（ａ）は本発明の実施の形態３にかかる実施の形態１の変形例のベビーキャリア、図９（
ｂ）は本発明の実施の形態３にかかる実施の形態２の変形例のベビーキャリアである。
　即ち、乳幼児Ｂにあてがわれる腹側布部１０の上部から下部に左右の肩ベルト部５０相
互間の距離を調整する肩ベルト調整部６０を具備し、腰ベルト部２０を省略することもで
きる。この種の実施の形態では、左右の肩ベルト部５０のみで乳幼児Ｂを抱いたり、おん
ぶしたりすることができる。
【００６６】
　図９において、腹側布部１０の上部左右には、左右の肩ベルト部５０相互間の距離を調
整する肩ベルト調整部６０が配設されている。
　左右の肩ベルト部５０は、左肩に掛ける左肩ベルト部５１とその端部に連結具５８を取
付けた調節ベルト５５と、右肩に掛ける右肩ベルト部５２と端部に連結具５９を取付けた
調節ベルト５６とからなる。調節ベルト５５及び調節ベルト５６の他端は、腹側布部１０
の下部中央に縫い付けられている。連結具５８は左肩ベルト部５１と調節ベルト５５を接
続または分離するもので、連結具５９は右肩ベルト部５２と調節ベルト５６を接続または
分離するものである。また、調節ベルト５５及び調節ベルト５６には、その長さを調節で
きる図示しないアジャスタが配設されている。
【００６７】
　また、左肩ベルト部５１及び右肩ベルト部５２には、両者間の間隔を調整保持する肩ベ
ルト調整部６０が設けられている。この肩ベルト調整部６０は左肩ベルト調整部６１及び
右肩ベルト調整部６２からなり、詳しくは、端部に連結差込具６３を取付けた左肩ベルト
調整部６１と、端部に連結受具６４を取付けた右肩ベルト調整部６２とからなる。連結差
込具６３は連結受具６４に接続され、左肩ベルト調整部６１と右肩ベルト調整部６２との
長さが調節できるアジャスタが配設されている。
【００６８】
　左肩ベルト調整部６１と右肩ベルト調整部６２は、各左肩ベルト部５１と右肩ベルト部
５２とに並行して配設されているスライドベルト６５またはスライドベルト６６を摺動自
在とし、肩ベルト調整部６０の位置が移動自在となっている。
　したがって、各左肩ベルト部５１と右肩ベルト部５２を肩に掛けた状態で、連結差込具
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６３と連結受具６４が接続されると、左肩ベルト調整部６１と右肩ベルト調整部６２との
長さによって、左肩ベルト部５１または右肩ベルト部５２が掛けた肩から外れることがな
い。
【００６９】
一対の左右の肩ベルト部５０は、その上端を腹側布部１０の上部に固着され、下端は、背
側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の下部を分離自
在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した補助布部８０に固着されている。
　本発明を実施する場合には、一対の左右の肩ベルト部５０はその上端を腹側布部１０の
上部に、その下端を腹側布部１０の下部に縫製等によって固着するものであればよい。し
かし、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の下部
を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化する補助布部８０を設けると、その補
助布部８０を介して一対の左右の肩ベルト部５０の他端に連結したとき、背側布部３０及
び腹側布部１０または腹側布部１０との接続強度が安定化される。また、一対の左右の肩
ベルト部５０を堅固に取付けることができ、また、左右の肩ベルト部５０に加わる力の分
散ができるから、乳幼児の体重をバランスよく受けることができる。
【００７０】
　なお、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の下
部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化する補助布部８０を腹側布部１０の
下部側に配設しているが、背側布部３０の上部側にも同様に補助布部８０を配設してもよ
い。特に、補助布部８０は芯材等によって、強度を上げ、背側布部３０の下部及び腹側布
部１０の下部等に加わる力の分散化が可能となる。
【００７１】
　このように、本実施の形態のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれる
腹側布部１０と、腹側布部１０の上部に一端が固着され、親Ｍ側の肩に回して他端を腹側
布部１０の下部に固着される一対の肩ベルト部５０と、腹側布部１０の上部または下部を
一体に固着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、腹側布部１０に対して重
ね合わせ及び分離自在とし、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれる腹側布部１０よりも横
幅の広い背側布部３０と、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または
背側布部３０の下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した補助布部８０
と、背側布部３０側の接着布７５及び腰ベルト部２０側の接着布７６からなる保持部９０
とを具備するものである。
【００７２】
　抱っこによって乳幼児Ｂの顔が親Ｍと相向き会うとき、また、おんぶによって乳幼児Ｂ
と親Ｍとが同一方向を向くとき、図９（ａ）の場合には、腹側布部１０に帯状体１１を介
して配設されているバックルの連結受具１２と、背側布部３０に帯状体３１を介して配設
されているバックルの連結差込具３２との一対の係合状態で、乳幼児Ｂの身体は腹側布部
１０とその腹側布部１０に重ねられた背側布部３０の状態にある。また、図９（ｂ）の実
施の形態の場合には、ファスナー７１及びファスナー７２で連結係合状態とし、この状態
で、左右の肩ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、乳幼児Ｂを親Ｍ側を正面として腹側
布部１０の脚案内口１５に脚をおいて座らせ、位置決めしたところで、左右の肩ベルト部
５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂを相向き会いに抱くことができる。
【００７３】
　また、抱っこによって乳幼児Ｂと親Ｍとが同一方向を向くとき、また、おんぶによって
、乳幼児Ｂと親Ｍとが顔を合わさないようにしたとき、図９（ａ）の実施の形態の場合に
は、腹側布部１０に帯状体１１を介して配設されているバックルの連結受具１２と、背側
布部３０に帯状体３１を介して配設されているバックルの連結差込具３２との一対の係合
状態を解き、背側布部３０を上から順次折り畳みまたは巻き込み、それを格納部４０の位
置に背側布部３０を収納する。または、図９（ｂ）の実施の形態の場合には、背側布部３
０を上から順次折り畳み、または巻き込み、保持部９０を構成する背側布部３０側の接着
布７５及び腰ベルト部２０側の接着布７６により、それを固定する。このとき、左右の肩
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ベルト部５０の何れか一方を肩にかけ、乳幼児Ｂが親Ｍ側を背面として腹側布部１０の脚
案内口１５に脚をおいて座らせ、左右の肩ベルト部５０の他方を肩にかけ、乳幼児Ｂの後
頭部に親Ｍの顔がくるようにする。
【００７４】
　したがって、乳幼児Ｂが親Ｍの顔と対面するとき、乳幼児Ｂと親Ｍとが同一方向を向く
とき、乳幼児Ｂが親Ｍの後頭部に向くおんぶのとき、乳幼児Ｂが親Ｍに背を向けるおんぶ
のときにも、本実施の形態のベビーキャリアの使用が可能となる。
　本実施の形態３においても、実施の形態１及び実施の形態２と同様の作用効果を奏する
ことができ、かつ、乳幼児Ｂの身体の反親Ｍ側にあてがわれる腹側布部１０の上部から下
部に左右の肩ベルト部５０相互間の距離を調整する肩ベルト調整部６０を具備するもので
あるから、左右の肩ベルト部５０のみで乳幼児Ｂを抱いたり、おんぶしたりすることがで
きる。
【００７５】
　特に、本実施の形態３のベビーキャリアは、腹側布部１０側のファスナー７１と、背側
布部３０側のファスナー７２との一対の係合を解き、背側布部３０の上部を開放し、上か
ら順次折り畳みまたは巻き込み、それを保持部９０で保持することによって、背側布部３
０の存在が邪魔にならず、デザイン的な見栄えを低下させない。また、背側布部３０の解
放端を下にしたとしても、保持部９０を腹側布部１０の上側に形成しても、同様の効果が
ある。
【００７６】
　なお、乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０の下部には、腹側布部１０の上部に
配設された左右の肩ベルト部５０及びその相互間の距離を調整する肩ベルト調整部６０を
具備するものである。このように、ベビーキャリアの腹側布部１０側に乳幼児Ｂが配置さ
れて、そこで位置決めされることから、ベビーキャリアの使用が腹側布部１０側の使用と
なり、乳幼児Ｂと一体感があるから抱っこやおんぶの際の取り扱いが熟練者でなくとも容
易になる。
　また、上記実施の形態３のベビーキャリアは、本発明を実施する場合には、その左右両
側の脚案内口１５から乳幼児Ｂの脚を出し、図示しない乳幼児Ｂを固定ベルトを配設し、
乳幼児Ｂの胴体を保持することによって、乳幼児Ｂが倒れ難くすることができ、安定した
抱っこやおんぶができる。
【００７７】
　したがって、乳幼児Ｂは腹側布部１０と背側布部３０の二重で囲まれることになるから
、寒いときの使用に好適となり、腹側布部１０のみの使用では、暑いときの使用に好適で
ある。また、ベビーキャリアの腹側布部１０側に乳幼児Ｂが配置されて、そこで位置決め
できるから、ベビーキャリアの使用が腹側布部１０側の使用となり、乳幼児Ｂと一体感が
あるから抱っこやおんぶの際の取り扱いが熟練者でなくとも容易になる。
　また、腹側布部１０の内面に立体編物を配設したものでは、乳幼児Ｂの身体の全周が異
常に保温されることがなくなる。
【００７８】
加えて、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の下
部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した補助布部８０は、その補助布部
８０を介して一対の左右の肩ベルト部５０の他端に連結でき、背側布部３０及び腹側布部
１０または腹側布部１０との接続強度が安定化される。また、一対の左右の肩ベルト部５
０を堅固に取付けることができ、また、左右の肩ベルト部５０に加わる力の分散ができる
から、乳幼児の体重をバランスよく受けることができる。
【００７９】
［実施の形態４］
　実施の形態１乃至実施の形態３は、腹側布部１０と背側布部３０を別々に設けたもので
あるが、腹側布部１０と背側布部３０を一体にした背腹共通布部１００とすることができ
る。それが実施の形態４である。
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　図１０乃至図１２を用いて実施の形態４について説明する。
図１０乃至図１２に示すように、本実施の形態４にかかるベビーキャリアにおいて、乳幼
児Ｂを抱っこしたり、おんぶしたりしたとき、乳幼児Ｂの身体に対し親Ｍ側の対向側、即
ち、乳幼児Ｂの腹側にあてがわれるベビーキャリアの腹側布部１０は、乳幼児Ｂの身体の
反親Ｍ側にあてがわれるものであり、図示しない公知の芯材の周囲に緩衝材及び弾性材を
配設し、その表面をデザイン的に処理してなるものである。その表生地と裏生地との間ま
たは乳幼児Ｂ側または全体を特定の厚みの空気層を形成してなる立体編物とすることもで
きる。なお、図１２中の白抜き矢印は、乳幼児Ｂの向きを示す。
【００８０】
背側布部３０は、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれるときに、乳幼児Ｂの臀部を広い範
囲で受けるもので、腹側布部１０との違いは、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるとき
には、背側布部３０の横幅よりも腹側布部１０は幅狭に調節して、その調節状態を調節保
持部１２０によって維持する。即ち、背側布部３０と腹側布部１０は、背腹共通布部１０
０を構成している。また、調節保持部１２０は腹側布部１０を背側布部３０の横幅よりも
幅狭に調節して、その調節状態を維持するものである。
【００８１】
即ち、腹側布部１０及び背側布部３０である背腹共通布部１００は、図示しない公知の芯
材の周囲に緩衝材及び弾性材を配設し、その表面をデザイン的に処理してなるものである
。背側布部３０の基本的構造は腹側布部１０と相違するものではないが、機械的には、腹
側布部１０の方が背側布部３０よりも幅狭に形成されている。乳幼児Ｂの身体の腹側にあ
てがわれるとき、腹側布部１０は背側布部３０の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状
態を調節保持部１２０によって維持する。
【００８２】
腹側布部１０の下部に縫い付けられた腰ベルト部２０は、他の実施の形態と同様、母親等
の親Ｍの腰にベルト２３を巻いて、その端部に配設されているバックルの連結差込具２１
及び連結受具２２を連結係合させることによって、親の腰回りに固定され、人為的にバッ
クルの連結差込具２１と連結受具２２との連結係合を解かない限り外れなくなっている。
したがって、腰ベルト部２０のベルト２３は、可撓性があり、腹側布部１０の下部で乳幼
児Ｂの体重の多くを保持するので、強度的に耐えられるものであり、かつ、力（乳幼児Ｂ
の体重）の分散が行われる形態として形成されている。
【００８３】
特に、所定の厚みを有する背腹共通布部１００の上部に一対の帯状体３１を介してバック
ルの連結差込具３２が配設されていて、背腹共通布部１００に一対の帯状体１１を介して
配設されている一対のバックルの連結受具１２との連結係合により一体となっている。
　ここで、上記乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０及び背側布部３０は、乳幼児
Ｂの後頭部から背中、臀部までを支持する適当な弾性及び可撓性を有する材料からなる乳
幼児Ｂを保護する部材である。
【００８４】
　なお、本実施の形態４における背腹共通布部１００の背側布部３０には、図１０乃至図
１２に示すように、腹側布部１０に対して調整布１０１が付加された形態になっている。
調整布１０１は腹側布部１０の下部に縫製域（破線で示された範囲）１０１ａで縫製され
ていて、上部はスナップボタン１０１ｂで腹側布部１０の中間部の高さで止めている。ま
た、その先端は、弾生体のリングを取付けた弾性端部１０１ｃとなっており、一対の帯状
体３１に通すことにより、端部が背腹共通布部１００に取付け可能である。
【００８５】
　したがって、図１１（ａ）及び図１１（ｂ）に示すように、一対の帯状体３１から弾性
端部１０１ｃを外し、スナップボタン１０１ｂを外し、その調整布１０１の両側を互いに
内側に折り畳むことにより、スナップボタン１０１ｂ相互間で折り畳み状態を維持するこ
とができる。この乳幼児Ｂの身体の腹側に背腹共通布部１００があてがわれるとき、その
一部を左右から調節して、そのスナップボタン１０１ｂと両調整布１０１からなり、両調
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整布１０１の動きを拘束し、背側布部３０の横幅よりも幅狭の腹側布部１０と調節状態を
維持する調節保持部１２０を構成している。
【００８６】
　調整布１０１を腹側布部１０の下部に縫製されていて、上部はスナップボタン１０１ｂ
で腹側布部１０の中間部の高さで止められているが、その一対の帯状体３１から弾性端部
１０１ｃを外し、スナップボタン１０１ｂを外し、その調整布１０１の両側を互いに内側
に折り畳むことにより、スナップボタン１０１ｂ相互間で折り畳み状態を維持することが
できる。このとき、腹側布部１０の水平方向の横幅は、脚案内口１５の切り欠きのピーク
位置で最小の距離Ｌ1となっており、ここが乳幼児Ｂの脚の付け根に近い位置となるよう
に、自然の脚位置から脚案内口１５が定められている。
【００８７】
　この調節保持部１２０は、調整布１０１がベビーキャリアの外観の一部となって人目に
付く個所であるから、それが整然と保持されるように維持するものである。したがって、
スナップボタン１０１ｂ、弾性端部１０１ｃの形態を変化させることもできる。当然、接
着布を使用することもできるが、洗濯または使用によって糸くずが付着するので、それを
考慮して採用する必要がある。また、マグネットとすることもできるが、マグネットの場
合には、端部から剥がしやすくするのが望ましい。
【００８８】
　本実施の形態４のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれるときには背
側布部３０になり、また、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるときには、背側布部３０
の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部１２０によって維持する腹側布
部１０になる背腹共通布部１００と、背腹共通布部１００の上部に一端が固着され、親Ｍ
側の肩に回すだけの距離に他端を設定し、背腹共通布部１００の側部に固着してなる一対
の肩ベルト部５０と、背腹共通布部１００の下部と一体化し、少なくとも一体化した布部
の下部と共に親側の腰回りに配設する腰ベルト部２０とを具備するものである。
【００８９】
　背側布部３０と腹側布部１０の機能を有する背腹共通布部１００は、乳幼児Ｂの身体の
背側にあてがわれるときには背側布部３０になり、また、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてが
われるときには、背側布部３０の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部
１２０によって維持する腹側布部１０になる。そして、一対の肩ベルト部５０は、背腹共
通布部１００の上部に一端が固着され、親側の肩に回すだけの距離をもって他端を背腹共
通布部１００の側部に固着してなり、また、腰ベルト部２０は、背腹共通布部１００の下
部と一体化し親側の腰回りに配設してなる。
　したがって、上記実施の形態１及び実施の形態２と同様に使用できる。
【００９０】
例えば、乳幼児Ｂを抱いたり、おんぶしたりする際に、その親Ｍと乳幼児Ｂの向きの関係
は、常に乳幼児Ｂの前側に背腹共通布部１００の腹側布部１０が、乳幼児Ｂの後側に背腹
共通布部１００の背側布部３０が位置し、通常、水平方向に幅狭に形成されている腹側布
部１０から、ベビーキャリアから乳幼児Ｂの脚を容易に出すことができるので、乳幼児Ｂ
の体形に合った抱っこやおんぶの補助ができ、親が気付き難い乳幼児Ｂにかかる負担を軽
減できる。また、特に、親Ｍ側の肩に回して固着される一対の肩ベルト部５０及び親Ｍ側
の腰回りに配設する腰ベルト部２０によって、一対の肩ベルト部５０と腰ベルト部２０に
よって乳幼児Ｂの体重をかけることができ、乳幼児Ｂの体重を肩ベルト部５０と腰ベルト
部２０に分散でき、親Ｍの肩に加わる負担を軽減できる。
　また、乳幼児Ｂは親Ｍ側に向かって抱かれるとき、乳幼児Ｂの臀部の背後全体を背側布
部３０で覆うことができ、外気温によって乳幼児Ｂの抱き方を変更することによって、暖
かい抱き方、涼しい抱き方の選択ができる。
【００９１】
　実施の形態４においては、調整布１０１を腹側布部１０の下部に縫製されていて、その
調整布１０１の両側を互いに内側に折り畳むことにより、スナップボタン１０１ｂ相互間



(20) JP 2012-187352 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

で折り畳み状態を維持し、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるときには、背側布部３０
の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部１２０によって維持する腹側布
部１０とするものである。しかし、本実施の形態の調整布１０１の両側を互いに内側に折
り畳む機能を調整布１０１の幅方向を紐によって締め付けを行い、その間隔を狭めること
もできる。即ち、調整布１０１の水平方向に１本または２本の紐を通しておき、両側から
その紐の長さを短く結ぶことにより、腹側布部１０を背側布部３０の横幅よりも幅狭に調
節して、その調節状態を紐の結びまたは紐の長さを調節する手段からなる調節保持部１２
０によって調節することができる。
【００９２】
［実施の形態５］
　図１３乃至図１５は実施の形態５で、特に、実施の形態４との相違点は、背腹共通布部
１００の背側布部３０には、図１０乃至図１２に示すように、腹側布部１０に対して調整
布１０１が付加された形態になっている。調整布１０１は腹側布部１０の下部にファスナ
ー１０１Ａが配設されていて、腹側布部１０と調整布１０１との接続はファスナー１０１
Ａによって行っている。調整布１０１の下端は、腰ベルト部２０に一体に縫製されており
、調整布１０１は下端に折れ曲がるようになっている。調整布１０１の上部は、紐リング
１０１Ｄによってボタン１０１Ｂに引っ掛けられており、腹側布部１０と調整布１０１に
よって背側布部３０を形成している。
【００９３】
背腹共通布部１００の背側布部３０は、紐リング１０１Ｄをボタン１０１Ｂから外し、フ
ァスナー１０１Ａによって一対の調整布１０１を切り離し、下方に折り畳むか、巻き込み
ながら腰ベルト部２０の格納部４０にそれを格納する。故に、一対の調整布１０１を背腹
共通布部１００の背側布部３０から外し、それを格納部４０に格納すれば、見栄えの良い
整理が可能になる。また、調整布１０１の両側を折り畳むことにより、腹側布部１０の水
平方向の横幅は、脚案内口１５の切り欠きのピーク位置で最小の距離Ｌ1となっており、
ここが乳幼児Ｂの脚の付け根に近い位置となるように、自然の脚位置から脚案内口１５が
定められている。また、この調節保持部１２０は、調整布１０１がベビーキャリアの外観
の一部となって人目に付く個所であるから、それが整然と保持されるように格納部４０に
格納維持するものである。
【００９４】
［実施の形態６］
　実施の形態４及び実施の形態５のベビーキャリアは、実施の形態１及び実施の形態２の
腰ベルト部２０を使用するタイプのものであるが、実施の形態３の腹側布部１０及び背側
布部３０を背腹共通布部１００としてまとめることにより、実施の形態３に示しているよ
うに腰ベルト部２０を省略した構成とすることもできる。
【００９５】
　即ち、実施の形態６のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれるとき背
側布部３０になり、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるとき、その一部を左右から調節
して、その調節保持部１２０によって調節状態を維持し、背側布部３０の横幅よりも幅狭
にする腹側布部１０になる背腹共通布部１００と、背腹共通布部１００の上部に一端が固
着され、親側の肩に回すだけの距離を離して他端を背腹共通布部１００の下部側に固着し
てなる一対の肩ベルト部５０と、背腹共通布部１００の下部と一体化し、肩ベルト部５０
の他端に連結される補助布部８０を具備するものである。
【００９６】
したがって、背腹共通布部１００は、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれるときには背側
布部３０になり、また、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるときには、背側布部３０の
横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部１２０によって維持する腹側布部
１０になる。即ち、背腹共通布部１００は、背側布部３０と腹側布部１０の機能を有する
。そして、一対の肩ベルト部５０は、背腹共通布部１００の上部に一端が固着され、親Ｍ
側の肩に回すだけの距離を経て他端を背腹共通布部１００の下部側に固着してなり、また
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、補助布部８０は、背腹共通布部１００の下部と一体化し、肩ベルト部５０の他端に連結
されるものである。
【００９７】
故に、乳幼児Ｂを抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児Ｂの向きの関係は、
常に乳幼児Ｂの前側に背腹共通布部１００の腹側布部１０が、乳幼児Ｂの後側に背腹共通
布部１００の背側布部３０が位置し、水平方向に幅狭に形成されている腹側布部１０から
乳幼児Ｂの脚がベビーキャリアから容易に出すことができるので、乳幼児Ｂの体形に合っ
た抱っこやおんぶの補助ができ、親が気付き難い乳幼児Ｂにかかる負担を軽減できる。
　また、背腹共通布部１００と共に一体化された補助布部８０を設けているから、その補
助布部８０を介して肩ベルト部５０の他端に連結することができる。このように、補助布
部８０を介して肩ベルト部５０の他端に連結したとき、背腹共通布部１００の接続強度が
安定化される。また、一対の肩ベルト部５０を堅固に取付けることができ、また、肩ベル
ト部５０に加わる力の分散ができるから、乳幼児Ｂの体重をバランスよく受けることがで
きる。
【００９８】
このように、背腹共通布部１００を幅狭に調節するとき、その調節した調節布１０１を収
容する格納部４０を腰ベルト部２０または補助布部８０に設けたものであるから、使用し
ない背腹共通布部１００の背側布部３０は格納部４０を設けることにより、デザイン性及
び乳幼児Ｂの安全性を高めることができる。
なお、脚案内口１５を塞ぐ一対の調整布１０１は、ボタン１０１Ｂ、紐リング１０１Ｄ、
ファスナー１０１Ａ、スナップボタン１０１ｂ、弾性端部１０１ｃの何れを選択して使用
してもよい。なお、実施の形態５のファスナー１０１Ａは、片側１本で湾曲する形態とす
ることができる。
【００９９】
　これに対して、背側布部３０は脚案内口１５を形成していない略四角形の生地となって
いる。内側に腹側布部１０が配設されているから、乳幼児Ｂとの間に空隙が形成されない
ように弾性を持たせた仕上げとなっている。この背側布部３０の水平方向の横幅は、乳幼
児Ｂの背後の臀部の周囲長から決定されている。したがって、その横幅の距離Ｌ2は、腹
側布部１０の距離Ｌ1よりも大きくなる。
【０１００】
　ここで、背側布部３０が腹側布部１０よりも生地の面積が広いことから、背側布部３０
を使用しないときの取り扱いが問題になる。そこで、本実施の形態では、背側布部３０を
使用しないときに、それを格納する格納部４０を腹側布部１０の下部の腰ベルト部２０に
設けている。即ち、背側布部３０の上部側から折り畳んで、それを上部から挿入自在のポ
ケット状の格納部４０に収納している。
　したがって、格納部４０の厚みが若干厚くなるが、本実施の形態１にかかるベビーキャ
リアとしては、背側布部３０のないものとなり、スッキリしたデザインとなる。
【０１０１】
［実施の形態のまとめ］
　上記実施の形態１のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれる腹側布部
１０と、腹側布部１０の上部に一端が固着され、親Ｍ側の肩に回して他端を腹側布部１０
の側部に固着される一対の肩ベルト部５０と、腹側布部１０の上部または下部を一体に固
着し、反対側の下部または上部の一方を分離自在とし、腹側布部１０に対して重ね合わせ
及び分離自在とし、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれる腹側布部１０の距離Ｌ1よりも
横幅の広い距離Ｌ2の背側布部３０と、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一
体化、または背側布部３０の下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した
親Ｍ側の腰回りに配設する腰ベルト部２０を具備するものである。
【０１０２】
　したがって、乳幼児Ｂは親Ｍと相向き合いにまたは親Ｍと同一方向に、抱っこや、おん
ぶするとき、背側布部３０の操作だけで、乳幼児Ｂの股間を強制的に広げるように外力が
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加わることなく本実施の形態１のベビーキャリアが使用でき、乳幼児Ｂの股間に加わる外
力を少なくすることができ、乳幼児Ｂの負担を軽減できる。
　また、本実施の形態１のベビーキャリアは、腹側布部１０側のバックルの連結受具１２
と、背側布部３０側のバックルの連結差込具３２との一対の係合を解き、背側布部３０の
上部を開放し、上から順次折り畳みまたは巻き込み、それを格納部４０に格納することに
よって、背側布部３０の存在が第三者に分からなくすることができ、デザイン的な見栄え
を低下させない。また、背側布部３０の解放端を下にしたとしても、格納部４０を腹側布
部１０の上側に形成すれば、同様の効果がある。
【０１０３】
　なお、乳幼児Ｂの身体にあてがわれる腹側布部１０の下部には、親Ｍの腰に止める腰ベ
ルト部２０並びに腹側布部１０の上部に配設された左右の肩ベルト部５０相互間の距離を
調整する肩ベルト調整部６０を具備するものであるから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２
０を止めてから、左右の肩ベルト部５０を止めてもよいし、逆に、左右の肩ベルト部５０
を止めてから、親Ｍの腰に止める腰ベルト部２０を止めてもよいので、使い勝手がよい。
また、肩の凝る人には、肩の負担を軽減できる。このように、ベビーキャリアの腹側布部
１０側に乳幼児Ｂが配置されて、そこで位置決めされることから、ベビーキャリアの使用
が腹側布部１０側の使用となり、乳幼児Ｂと一体感があるから抱っこやおんぶの際の取り
扱いが熟練者でなくとも容易になる。
　そして、ベビーキャリアの腹側布部１０、腹側布部１０及び背側布部３０側に乳幼児Ｂ
が配置されて、そこで位置決めされることから、ベビーキャリアの使用が腹側布部１０、
腹側布部１０及び背側布部３０側の使用となり、乳幼児Ｂと一体感があるから抱っこやお
んぶの際の取り扱いが熟練者でなくとも容易になる。
【０１０４】
　上記実施の形態１のベビーキャリアは、背側布部３０との一体化及び分離自在は、背側
布部３０の上部または下部に取付けたバックルとしたものである。このバックルは、雌雄
のバックルの両者に対して帯状部材を介して接続するのが望ましい。しかし、雌雄のバッ
クルの一方のみ帯状部材を介して接続してもよいし、直接、腹側布部１０または背側布部
３０に配設してもよい。このように、背側布部３０の一体化及び分離自在は、背側布部３
０の上部または下部に取付けたバックルとしたものであるから、背側布部３０の機械的強
度を上げることができ、かつ、複数ヶ所の接続で十分な強度が得られ、作業性がよい。
【０１０５】
　上記実施の形態２、実施の形態３のベビーキャリアは、背側布部３０の一体化及び分離
自在は、背側布部３０の上部または下部に取付けたファスナーとしたものである。このフ
ァスナーは、背側布部３０の一体化及び分離自在として、背側布部３０の上部または下部
に取付けたものであればよい。このように、背側布部３０の一体化及び分離自在は、背側
布部３０の上部または下部に取付けたファスナーとしたものであるから、全体の構成がま
とまりよく処理できる。
【０１０６】
　上記実施の形態１乃至実施の形態３のベビーキャリアは、背側布部３０と腹側布部１０
は、腹側布部１０を乳幼児Ｂ側の内側に背側布部３０を外側に配設したものである。ここ
で、腹側布部１０を乳幼児Ｂ側の内側に、背側布部３０を外側に配設したとは、乳幼児Ｂ
側に近い方に腹側布部１０、遠い方に背側布部３０を配設することを意味する。この外側
に配置されている背側布部３０は、外側だけで折り畳み等の処理ができるので、乳幼児Ｂ
に使用する空間に違和感が生じない。
【０１０７】
　上記実施の形態１乃至実施の形態３のベビーキャリアは、背側布部３０と腹側布部１０
は、腹側布部１０を乳幼児Ｂ側の内側に背側布部３０を外側に配設したものである。しか
し、本発明を実施する場合には、背側布部３０を乳幼児Ｂ側の内側に腹側布部１０を外側
に配設することもできる。ここで、背側布部３０と腹側布部１０は、背側布部３０と腹側
布部１０は、背側布部３０を乳幼児Ｂ側の内側に腹側布部１０を外側に配設したものであ
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るから、背側布部３０を肩の位置より若干上に持ってくると、乳幼児Ｂの体の位置を安定
させることができる。
【０１０８】
　上記実施の形態１のベビーキャリアは、更に、背側布部３０を使用しないときに、それ
を格納する格納部４０を腹側布部１０に設けたものである。本発明を実施する場合には、
背側布部３０を使用しないときに、腹側布部１０を格納する格納部４０は、折り畳みまた
は巻き付けて保持するもの、ポケットに収納するもののいずれでもよい。特に、背側布部
３０を使用しないときに、それを格納する格納部４０を腹側布部１０に設けたものである
から、コンパクトに背側布部３０を収納できる。
【０１０９】
実施の形態３の背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３
０の下部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した補助布部８０と、背側布
部３０側の接着布７５及び腰ベルト部２０側の接着布７６からなる保持部９０は、本発明
を実施する場合には、任意に選択して補助布部８０、保持部９０を使用できる。
　また、背側布部３０の下部及び腹側布部１０の下部を一体化、または背側布部３０の下
部を分離自在とし、腹側布部１０の下部と共に一体化した親Ｍ側の腰回りに配設する腰ベ
ルト部２０についても、腰ベルト部２０を省略する形態とすることもできる。例えば、格
納部４０、保持部９０は腰ベルト部２０に配設することも、補助布部８０に配設すること
もできる。
【０１１０】
本実施の形態４及び実施の形態５のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわ
れるときには背側布部３０になり、また、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるときには
、背側布部３０の横幅よりも幅狭に調節して、その調節状態を調節保持部１２０によって
維持する腹側布部１０になる背腹共通布部１００と、背腹共通布部１００の上部に一端が
固着され、親Ｍ側の肩に回すだけの距離に他端を設定し、背腹共通布部１００の側部に固
着してなる一対の肩ベルト部５０と、背腹共通布部１００の下部と一体化し、少なくとも
一体化した布部の下部と共に親側の腰回りに配設する腰ベルト部２０とを具備するもので
ある。
【０１１１】
したがって、乳幼児Ｂを抱いたり、おんぶしたりする際に、その親Ｍと乳幼児Ｂの向きの
関係は、常に乳幼児Ｂの前側に背腹共通布部１００の腹側布部１０が、乳幼児Ｂの後側に
背腹共通布部１００の背側布部３０が位置し、通常、水平方向に幅狭に形成されている腹
側布部１０から、ベビーキャリアから乳幼児Ｂの脚を容易に出すことができるので、乳幼
児Ｂの体形に合った抱っこやおんぶの補助ができ、親が気付き難い乳幼児Ｂにかかる負担
を軽減できる。また、特に、親Ｍ側の肩に回して固着される一対の肩ベルト部５０及び親
Ｍ側の腰回りに配設する腰ベルト部２０によって、一対の肩ベルト部５０と腰ベルト部２
０によって乳幼児Ｂの体重をかけることができ、乳幼児Ｂの体重を肩ベルト部５０と腰ベ
ルト部２０に分散でき、親Ｍの肩に加わる負担を軽減できる。
【０１１２】
本実施の形態６のベビーキャリアは、乳幼児Ｂの身体の背側にあてがわれるとき背側布部
３０になり、乳幼児Ｂの身体の腹側にあてがわれるとき、その一部を左右から調節して、
その調節保持部１２０によって調節状態を維持し、背側布部３０の横幅よりも幅狭にする
腹側布部１０になる背腹共通布部１００と、背腹共通布部１００の上部に一端が固着され
、親側の肩に回すだけの距離を離して他端を背腹共通布部１００の下部側に固着してなる
一対の肩ベルト部５０と、背腹共通布部１００の下部と一体化し、肩ベルト部５０の他端
に連結される補助布部８０を具備するものである。
【０１１３】
したがって、乳幼児Ｂを抱いたり、おんぶしたりする際に、その親と乳幼児Ｂの向きの関
係は、常に乳幼児Ｂの前側に背腹共通布部１００の腹側布部１０が、乳幼児Ｂの後側に背
腹共通布部１００の背側布部３０が位置し、水平方向に幅狭に形成されている腹側布部１
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０から乳幼児Ｂの脚がベビーキャリアから容易に出すことができるので、乳幼児Ｂの体形
に合った抱っこやおんぶの補助ができ、親が気付き難い乳幼児Ｂにかかる負担を軽減でき
る。また、背腹共通布部１００と共に一体化された補助布部８０を設けているから、その
補助布部８０を介して肩ベルト部５０の他端に連結することができる。このように、補助
布部８０を介して肩ベルト部５０の他端に連結したとき、背腹共通布部１００の接続強度
が安定化される。また、一対の肩ベルト部５０を堅固に取付けることができ、また、肩ベ
ルト部５０に加わる力の分散ができるから、乳幼児Ｂの体重をバランスよく受けることが
できる。
【符号の説明】
【０１１４】
　Ｂ　　乳幼児
　Ｍ　　親
１０　　腹側布部
２０　　腰ベルト部
３０　　背側布部
４０　　格納部
５０　　肩ベルト部
６０　　肩ベルト調整部
８０　　補助布部
９０　　保持部
１００　背腹共通布部
１０１　調整布
１２０　調節保持部

【図１】 【図２】
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